
※ 市の水道普及のため，平成 25 年 4 月 1 日以降，新規水道加入者及び既水道加入者において口径の増径をした方は，下記金額より加入金を 

１割減免します。 

※ 下記の表に掲載する料金は市納付金であり，工事費については含まれておりません。 

【 手 数 料 表 】         【 加 入 金 】 

区   分 単 位 金 額  口 径 金   額  
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給水管分岐工事（取出しから止水栓まで） １件につき  ５，０００円 ②  １３ｍｍ    ７７，０００円  
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２０ｍ未満 

１件につき 

 ５，０００円 

 ③ 

 ２０ｍｍ   １１０，０００円 ① 

２０ｍ以上３０ｍ未満 １０，０００円  ２５ｍｍ   １６５，０００円  

３０ｍ以上４０ｍ未満 １５，０００円  ４０ｍｍ   ３３０，０００円  

４０ｍ以上５０ｍ未満 ２０，０００円  ５０ｍｍ   ５５０，０００円  

５０ｍ以上６０ｍ未満 ２５，０００円  ７５ｍｍ １，１００，０００円  

６０ｍ以上 ３０，０００円 １００ｍｍ ２，２００，０００円  

集 合 住 宅 の 場 合  量水器１個につき  １０，０００円  １０１ｍｍ以上 管理者が別に定める額  

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 料 １件につき ２０，０００円  

 ～ 計 算 例 ～ 指定給水装置工事事業者指定更新料 １件につき １０，０００円 

証 明 手 数 料  
複 雑 な も の 

１枚につき 
   ５００円  ｢ 新規加入でﾒｰﾀｰ口径 20mm の場合 」 

上 記 以 外 の も の    ３００円  （分水工事あり・市道占用あり） 

諸官庁等許認可手続手数料

（道路占用等） 

国 ・ 県 
１件につき 

 ５，０００円  ① 110,000 円(加入金)+ ② 5,000 円(給水管分岐工事) 

市    ３００円 ④ + ③ 5,000 円～30,000 円(給水管延長) 

水 圧 試 験 手 数 料  １件につき  １，０００円  + ④ 300 円(市道占用)  

付 則 （令和元年 9 月 27 日条例第６号）     = 118,300 円～143,300 円 

この条例は，令和元年 10 月 1 日から施行する。 
  茨 城 県 結 城 市 


